
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘電率εｒ１の誘電体からなる複数の絶縁層を積層してなる絶縁基板内に、側壁に導体層
が形成された幅Ｌ１ の長孔と、該長孔内に充填された誘電体導波管を構成する誘電率をε
ｒ２ の誘電体と、該長孔の上下に形成され、前記幅Ｌ１ 以上の幅をもって形成された１対
の導体層とからなり、前記長孔内に充填された誘電体の誘電率をεｒ２ とし、かつ前記幅
Ｌ１ が導波管の遮断波長の１／（２（εｒ２ ）１ ／ ２ ）である伝送線路を配設したときに
、εｒ２ ＞εｒ１ としたことを特徴とする高周波用多層配線基板。
【請求項２】
伝送線路における信号伝送の周波数が１ＧＨｚ以上であることを特徴とする請求項１に記
載の高周波用多層配線基板。
【請求項３】
絶縁層厚みに相当する長孔の上下に形成され、前記幅Ｌ１ 以上の幅をもって形成された１
対の 導波管の遮断波長の１／（４（εｒ２ ）１ ／ ２ ）であることを特徴と
する請求項１または２に記載の高周波用多層配線基板。
【請求項４】
誘電体からなる第１の絶縁層に、該絶縁層を貫通する幅Ｌ１ の長孔を形成する工程と、前
記長孔内の側壁に側壁導体層を形成する工程と、誘電体からなる第２の絶縁層の上面に、
前記長孔を全面にわたって塞ぐような位置に、前記幅Ｌ１ 以上の幅Ｌ２ からなる第１の導
体層を形成する工程と、前記第１の絶縁層の下面に、前記第１の導体層によって前記長孔
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を塞ぐように前記第２の絶縁層を積層する工程と、前記第１の導体層によって下面が塞が
れた前記長孔内に誘電体を充填する工程と、前記長孔内に充填された誘電体の露出面を含
む前記第１の絶縁層の上面に、前記幅Ｌ１ 以上の幅Ｌ３ からなる第２の導体層を形成する
工程と、を具備することを特徴とする高周波用多層配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マイクロ波、ミリ波等の高周波帯で用いられる高周波用の多層配線基板と、そ
の製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
マイクロ波帯、ミリ波帯等の高周波で用いられる高周波回路の伝送線路には小型で伝送損
失が小さいことが求められる。従来、伝送線路としては、同軸線路、ストリップ線路、マ
イクロストリップ線路、コプレナー線路、導波管等が知られている。
【０００３】
同軸線路、ストリップ線路、マイクロストリップ線路、コプレナー線路は誘電体と導体層
からなる信号線路と地板（グランド層）で構成されており、信号線路と地板の周囲の空間
および誘電体中を電磁波が伝播するものである。
【０００４】
この時、誘電体として高誘電率のものを用いれば、回路全体を小型に形成できるが、誘電
体損失と導体損失が大きい場合は特に高周波での伝送損失が大きいという問題があった。
【０００５】
更に、マイクロストリップ線路とコプレナー線路は信号線路が地板で完全に囲まれていな
いため、放射による損失が大きいという問題があった。一方、導波管は金属製の壁で囲ま
れた空間を電磁波が伝播する構造となっており、高周波での伝送損失が小さく放射損失も
小さいが、サイズが大きくなるという問題があった。
【０００６】
そこで、導波管の伝送特性が優れている利点を活かしながら小型化する方法として導波管
の内部の空間を誘電体で満たした誘電体導波管が知られている。誘電体導波管は管内部に
誘電体が存在するため、誘電体が存在しない導波管と比較して誘電体損失による伝送損失
は大きくなる可能性があるが、小型に形成することができる。
【０００７】
また、このような誘電体導波管の伝送特性と小型化を活かし、配線基板内の伝送線路とし
て、例えば、特開平６－５３７１１号によれば、誘電体層の上下面に導体層を形成し、そ
の導体層間を２列のビアホール導体で電気的に接続した伝送線路が提案されている。
【０００８】
従って、誘電体損失の小さい材料を用いれば、小型で低伝送損失な伝送線路が得られる。
高周波回路を小型化するためには伝送線路を小型化し、基板に内蔵する必要がある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
これまで、導波管の内部に誘電体を充填した誘電体線路は、伝送ケーブル等として用いら
れるのがほとんどであり、配線基板の伝送線路には使用されていない。ただ、特開平６－
５３７１１号の線路は、一対の導体層と２列のビアホール導体によって疑似的な誘電体導
波管を形成したものであるが、この誘電体導波管導波管のＥ面またはＨ面に平行な面が２
列のビアホール導体列で形成されているため、ビアホール導体間の間隙から電磁波が漏れ
ることを完全に防ぐことができず、伝送損失が大きくなるという問題があった。
【００１０】
従って、本発明は、誘電体が導体層によって囲まれた誘電体誘電体導波管からなる伝送線
路を具備する高周波用多層配線基板を提供することを目的とする。また、本発明は、誘電
体導波管構造の伝送線路を簡便な方法で形成可能な高周波用多層配線基板の製造方法を提
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供することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
即ち、本発明によれば、誘電率εｒ１の誘電体からなる複数の絶縁層を積層してなる絶縁
基板内に、側壁に導体層が形成された幅Ｌ１ の長孔と、該長孔内に充填された誘電体導波
管を構成する誘電率をεｒ２ の誘電体と、該長孔の上下に形成され、前記幅Ｌ１ 以上の幅
をもって形成された１対の導体層とからなり、前記長孔内に充填された誘電体の誘電率を
εｒ２ とし、かつ前記幅Ｌ１ が導波管の遮断波長の１／（２（εｒ２ ）１ ／ ２ ）である伝
送線路を配設したときに、εｒ２ ＞εｒ１ としたことを特徴とする高周波用多層配線基板
により上記目的が達成される。
　また、伝送線路における信号伝送の周波数が１ＧＨｚ以上であること、絶縁層厚みに相
当する長孔の上下に形成され、前記幅Ｌ１ 以上の幅をもって形成された１対の

導波管の遮断波長の１／（４（εｒ２ ）１ ／ ２ ）であることが望ましい。
【００１２】
また、本発明によれば、誘電体からなる第１の絶縁層に、該絶縁層を貫通する幅Ｌ 1  の長
孔を形成する工程と、前記長孔内の側壁に側壁導体層を形成する工程と、誘電体からなる
第２の絶縁層の上面に、前記長孔を全面にわたって塞ぐような位置に、前記幅Ｌ 1  以上の
幅Ｌ 2  からなる第１の導体層を形成する工程と、前記第１の絶縁層の下面に、前記長孔が
前記第１の導体層によって塞がれるように前記第２の絶縁層を積層する工程と、前記長孔
の下面が前記第１の導体層によって塞がれた長孔内に誘電体を充填する工程と、前記第１
の絶縁層の上面および前記長孔内部に充填された誘電体の露出面に、前記幅Ｌ 1  以上の幅
Ｌ 3  からなる第２の導体層を形成する工程と、を具備することを特徴とする高周波用多層
配線基板の製造方法により、前記多層配線基板が得られる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の高周波用多層配線基板の概略配置図を図１に示した。図１によれば、本発明の多
層配線基板１は、誘電率εｒ 1  の誘電体からなる絶縁層２を複数層積層して絶縁基板３は
形成されるとともに、配線基板１内には、信号の伝達を行うための伝送線路が形成されて
いる。一般に、高周波用として適用する場合、伝送線路としては、ストリップ線路、マイ
クロストリップ線路、コプレナー線路などが知られているが、これらの線路は、その性質
を活かし、配線基板内の所定の箇所に所定の線路を形成することができるが、本発明によ
れば、その伝送線路の１つとして、誘電体導波管構造の伝送線路を有するものである。ま
た、本発明の多層配線基板における誘電体導波管構造の伝送線路は、特に、１ＧＨｚ以上
、特に３０ＧＨｚ以上のマイクロ波、ミリ波の信号伝送用に用いられるものである。
【００１４】
本発明における誘電体導波管構造の伝送線路は、絶縁基板３を構成する絶縁層のうち少な
くとも１層の絶縁層２に対して、側壁に導体層４、５が形成された幅Ｌ 1  の長孔６が設け
られ、その長孔６内には誘電率εｒ 2  の誘電体７が充填されている。そして、その長孔６
を上下から挟持するように、長孔６の幅Ｌ 1  あるいはそれよりも大きい幅をもって１対の
導体層８、９が被着形成されている。かかる構成において、誘電体７の周囲が側壁用導体
層４、５と、上記の導体層８、９によって囲まれることにより誘電体導波管Ａが形成され
ている。そして、この誘電体導波管Ａは、伝送線路として機能する上で、上記誘電体７、
側壁用導体層４、５および導体層８、９から構成される誘電体導波管Ａが、信号伝送方向
に亘って形成されている。
【００１５】
上記誘電体導波管Ａにおける導体層８、９の間隔ｄは、絶縁層２の厚みに相当し、導波管
の遮断波長の１／（４（εｒ 2  ）

1 / 2  ）に設定され、側壁用導体層４、５の間隔Ｌ 1  は、
導波管の遮断波長の１／（２（εｒ 2  ）

1 / 2  ）に設計されている。なお、絶縁基板３を構
成する誘電率εｒ 1  の誘電体と、誘電率εｒ 2  の誘電体７とは同一材質として、εｒ 1  ＝
εｒ 2  でもよいが、望ましくは、εｒ 2  ＞εｒ 1  とすることにより誘電体導波管のサイズ
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をより小型化することができる。
【００１６】
次に、本発明の多層配線基板において、上記の誘電体導波管構造の伝送線路を形成するた
めの製造方法について図２、図３をもとに説明する。図２によれば、まず、図２（ａ）に
示すように、単一層の厚みを調整するか、または積層して、前記の関係を満足する厚みｄ
を有する絶縁層１０を形成する。次に、図２（ｂ）に示すように、その絶縁層１０におけ
る線路方向に絶縁層１０を貫通する幅Ｌ 1  の長孔１１を形成する。
【００１７】
次に、図２（ｃ）に示すように、上記の絶縁層１０の長孔１１の側壁に側壁導体層１２、
１３を形成する。この側壁導体層１２、１３は、例えば、導電性粉末を含む導体ペースト
を長孔１１内に一方から充填し他方から強制的に吸引することにより、ペーストが側壁に
付着することにより形成できる。
【００１８】
次に、図２（ｄ）に示すように、他の絶縁層１４の上面に絶縁層１０に形成した長孔１１
を線路方向に全面にわたって塞ぐような位置に、前記幅Ｌ 1  以上の幅Ｌ 2  からなる帯状の
導体層１５を形成し、これを長孔１１が形成された絶縁層１０の下面と、導体層１５が形
成された絶縁層１４の上面とを、長孔１１が導体層１５によって完全に塞がれるように配
置して積層する。これにより、長孔１１の一方の開放端が塞がれることにより、凹構造と
なる。導体層１５は、前述したような導体ペーストによる印刷によって形成できる。
【００１９】
次に、図２（ｅ）に示すように、凹構造となった長孔１１内に、誘電体１６を埋め込む。
この誘電体１６の埋め込みは、例えば、長孔１１内に誘電体を含有するスラリーを流し込
む方法、凹構造形状に整合した誘電体からなるブロックを埋設する方法などがある。
【００２０】
そして、図２（ｆ）に示すように、長孔１１内に埋め込まれた誘電体１６の露出面を含む
前記絶縁層１０の表面に、幅 からなる導体層１７を形成する。この導体層１７の形成
は、例えば、前記導体ペーストを絶縁層１０の表面に直に印刷するか、または、図２（ｆ
’）のように、別途、絶縁層１８の一方の面に導体層１７を形成したものを絶縁層１０に
対して、誘電体１６の露出面が導体層１７によって塞がれるような位置にて積層すること
によっても形成できる。
【００２１】
このように、図２に示した工程により、側壁導体層１２、１３、誘電体１６、導体層１５
、１７からなる誘電体導波管構造の伝送線路を具備する配線層を形成することができる。
そして、この配線層を他の配線層と適宜位置合わせして積層することにより、図１に示し
たような多層配線基板を作製することができる。
【００２２】
上記の製造方法においては、絶縁層は、Ａｌ 2  Ｏ 3  、ガラスセラミックス、ＡｌＮ，Ｓｉ

3  Ｎ 4  などの周知のセラミック材料、またはエポキシ樹脂などの有機樹脂を含む絶縁材料
からなるものであってもよい。
【００２３】
例えば、上記セラミック材料からなる場合には、焼成前のセラミックグリーンシートを絶
縁層として、図２の工程を施した後に、絶縁層、誘電体および各導体層を一括して同時焼
成することにより作製できる。その場合、導体層の形成は、それぞれのセラミック材料と
同時焼成可能な導体ペーストを印刷することにより形成される。例えば、セラミック材料
が、Ａｌ 2  Ｏ 3  、Ｓｉ 3  Ｎ 4  、ＡｌＮの場合には、Ｗ，Ｍｏなどの導体が、またガラス、
ガラスセラミックスの場合には、銅、銀、金などが好適に用いられる。また、貫通孔内に
充填する誘電体を高誘電体により形成する場合、高誘電体としては、ＢａＴｉＯ 3  、Ｍｇ
ＴｉＯ 3  、ＣａＴｉＯ 3  、ＺｎＴｉＯ 3  などの周知の高誘電率化合物やこれらの化合物を
含むセラミック材料を用いて形成することができる。
【００２４】
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一方、絶縁層が有機樹脂を含む場合には、例えば、未硬化または半硬化状態の絶縁層の段
階で、図２の工程を施した後に、絶縁層、誘電体および各導体層を一括して熱処理して完
全硬化することにより作製できる。その場合、導体層の形成は、銅、金、銀などの導体を
含むペーストを印刷したり、銅などの金属箔を貼り付けたり、メッキ法などにより形成す
ることも可能である。また、高誘電体部は、前記高誘電率化合物や、これらの化合物と有
機樹脂との複合材料などを用いて形成することができる。
【００２５】
【実施例】
図２の方法に従い、ガラスセラミックスからなるグリーンシート（比誘電率５、誘電正接
０．００３）を用いて、銅メタライズで導体層および導体膜を形成することにより誘電体
導波管を作製した。
【００２６】
まず、比誘電率５、誘電正接０．００３の特性を有するガラスセラミックスを用いて誘電
体導波管からなる線路を具備した多層配線基板を作製した。まず、ほう珪酸ガラス７５重
量％、アルミナ２５重量％の組成からなるガラスセラミック組成物を含むスラリーを用い
てドクターブレード法によって厚さ２００μｍのグリーンシートを作製した。このグリー
ンシートを３枚重ねて厚さ６００μｍの積層体を作製した。次に、その積層体（Ａ）に幅
２ｍｍの長孔を形成した。そして、この長孔内に長孔の反対側から吸引しながら銅ペース
トを充填して、長孔側壁にペーストを塗布して、側壁用導体層を印刷した。
【００２７】
一方、厚さ２００μｍのグリーンシート（Ｂ）の表面に、銅ペーストを用いて幅６ｍｍの
導体層を印刷した後、このグリーンシート（Ｂ）を積層体（Ａ）の長孔を導体層（ａ）に
より塞ぐように積層した。そして、積層体（Ａ）の長孔内に前記ガラスセラミック組成物
を含むスラリーを充填し乾燥した。その後、スラリーを充填した長孔の表面に、幅６ｍｍ
の導体層（ｂ）を印刷した。そして、このようにして作製した積層構造体を窒素中で９５
０℃で焼成して、誘電体導波管からなる線路を具備した配線基板を作製した。
【００２８】
得られた配線基板の誘電体導波管からなる線路について、ネットワークアナライザで透過
特性および反射特性を測定した。測定結果を図３に示す。図３から明らかなように、遮断
周波数がｆ 0  ＝３３．５ＧＨｚであり、それ以上の周波数で信号が透過しており、導波管
特有の伝送特性が得られている。従って、本発明によって、配線基板内に誘電体導波管が
形成されたことが明らかとなった。
【００２９】
【発明の効果】
以上詳述した通り、本発明の多層配線基板によれば、従来の積層技術を用いて誘電体導波
管からなる線路を基板内に内蔵することができるため、基板内に誘電体導波管を内蔵させ
ることができる。しかも配線層を具備する回路基板やパッケージ等の製造と同時に形成す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の誘電体導波管からなる線路を具備した多層配線基板の構造を説明するた
めの概略斜視図である。
【図２】本発明の多層配線基板を作製するための製造方法を説明するための工程図である
。
【図３】本発明の実施例によって作製された誘電体導波管の伝送特性図である。
【符号の説明】
１　多層配線基板
２，１０，１４，１８　絶縁層
３　絶縁基板
４，５，１２，１３　側壁用導体層
６，１１　長孔
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７，１６　誘電体
８，９，１５，１７　導体層

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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